
相続・遺言の相談は無料です！

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる  など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする  など

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても病院に連れて行かない  など

オレンジリボンには
子どもの虐待を防止するという
メッセージが込められています。

11月は児童虐待防止月間です

児童虐待とは…

1 8
いち はや

9
く

3 桁
ダイヤル

児童相談所
全国共通

身体的虐待

性 的 虐 待

ネグレクト
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（DV）など心理的虐待

虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

なぐ け たた おぼ

おど

令和3年度 放課後児童クラブ

放課後児童
（学童）クラブ
利用料を
助成します

【対象者】　西原町に住所があり、放課後児童（学童）
クラブを利用し、小学校に就学している児童の保護者
で、次に該当する世帯
　（1） 生活保護を受けている世帯
　（2） 市町村民税非課税世帯
※４月から６月までは前年度課税状況に、７月から翌
　年3月までは本年度の課税状況によります。

児童
募集
児童
募集

太陽学童
海星学童センター
オナガ学童クラブ
さくらんぼ学童園
美原学童クラブ
学童みらいクラブ
ハイサイ学童
あがり学童
えくぼ児童クラブ
学童みらい★（ぼし）クラブ
ももたまな学童

944-5006
945-4154
945-6838
946-1340
945-3108
944-1915
946-1166

080-6485-1641
946-9522

090-2856-1916
090-9142-8648

サウンド学童
学童ミッキークラブ
みらい　クラブ

945-7220
945-1164

090-8405-1266

施  設  名 電　話

施  設  名 電　話

対 象

受 付 期 間
内 定 郵 送
申  込  先

昼間に保護者が仕事などで家庭
にいない小学生の児童
12月1日（火）～12日（土）
12月23日（水）予定
入所申込書、就労証明書を記入
し、各クラブへ直接お申し込みく
ださい。
重複の申し込みはできません。

※申込書等はこども課、各放課後児童クラブから
　入手できます。
※その他詳細は、各クラブにてご確認ください。

こちらの放課後児童クラブの
申込期間、内容等は、直接学童にて

ご確認をお願いします。

こども課　子育て支援係
☎098-945-5310

【助成金】　放課後児童（学童）クラブの利用児童１人
につき、支払った１か月あたりの利用料の２分の１以
内の金額（月額５千円を限度） 

【申請方法】　利用料を支払ったことが確認できる証
明書（領収書等）を添付し、こども課窓口にて申請。
※利用月から１年以内。

※集団健診は定員制にて実施します。
　予約受付期間内に確実に予約を行ってください。特定健診・がん検診（胃･肺･大腸）

11/25（水） ～ 11/27（金） 11/1（日） ～ 11/15（日）すべての方が対象です12/20（日）

日　程 対象行政区 電話予約受付期間 Web予約受付期間

・新型コロナウイルス感染症予防のため、必ずマスク着用をお願いします。
・かぜ症状がある場合や体温測定をして37.5℃ 以上ある場合は、予約をしていても受診を控えるようお願い致します。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、集団健診を延期または中止する場合があります。延期や中止の場合、予
約者への中止などの個別連絡は行いません。ホームページまたは直接役場へお問い合わせください。

感染対策を行いながら集団健診を実施します！

西原町保健センター
8:00 ～　＊時間指定あり
特定健診：（20代・30代）1,300 円、（40歳以上）国保加入者のみ無料
胃がん：1,000 円、肺がん：400円、大腸がん：600円
沖縄県健康づくり財団（☎098-889-6492　予約受付時間 8:30 ～ 16:00）

場 　 所
受 付 時 間
自己負担額

電 話 予 約

Web予約は
コチラ▼

お問い合わせ　健康支援課 保健予防係　☎098-945-4791

乳幼児健診中止の場合 ベビースクール

受診を検討されている皆さんへ

【お問い合わせ】健康支援課 保健予防係 ☎098-945-4791

特定健診・乳幼児健診・
ベビースクールの開催状況については、
ホームページで最新状況をご確認ください。

令和2年度  地域人権啓発活動活性化事業（法務省委託事業）

人権標語・ポスター コンテスト開催！
西原町にお住まいの方は
どなたでも応募できます。

皆様のご応募お待ちしています！

募集要項

応募方法

毎年12月4日から10日は人権週間です。身
の回りの身近な生活の中から人権尊重のあ
り方を考え、一人ひとりの人権が大切にされ
る明るい社会をつくるため、標語・ポスター
を作ってみませんか。
標　語　応募用紙へ標語と必要事項を記入

し提出してください。
ポスター 応募用紙へ必要事項を記入し、ポ

スターと一緒に提出してください。
※応募用紙は総務課・HPにて入手できます。
どちらも1人1作品となります。
　作品は自作・未発表のものに限ります。

提 出 先

募集期間
表 彰

副 賞
主 催
問 合 せ

①直接提出
　西原町役場2階　総務課　広報係
②郵送での提出
　〒903-0220　西原町字与那城140番地の1
　西原町役場総務課　広報係宛
令和2年12月4日～18日(金)　当日消印有効
12月に選考委員会で入選作品12点を決定。
入選作品は町役場などで掲示・人権カレン
ダーに掲載予定。
図書カード500円
那覇人権啓発活動地域ネットワーク協議会・西原町
総務課　広報係　☎098-945-5011

8広報にしはら No.585 R2.11.19 広報にしはら No.585 R2.11.1


